
香川県の営業時間短縮の再延長要請により、令和３年６月１日（火）午前０時～６月14日（月）午後12

時の再延長期間を通して、営業時間短縮にご協力いただいた飲食店を運営する事業者の皆さまに対し、香

川県営業時間短縮協力金（第４次）をお支払いします。

香川県内における飲食店への営業時間短縮の再延⾧要請について

実施期間（再延⾧期間）：６月１日（火）午前０時～６月14日（月）午後12時
対 象：県内において、食品衛生法に基づく営業許可を得て、飲食店又は喫茶店の

営業を行っている店舗（小売りを主体とする場合やテイクアウト専門店等

は除く）

内容等：□夜間営業している飲食店に対し、営業時間短縮を要請します。

□飲食店において、営業時間は、午前５時から午後９時までとしてください。

□酒類提供は、午後８時までとしてください。

□営業時間短縮にご協力いただいた飲食店には協力金をお支払いします。

【 対象とならない店舗の例 】
×総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗
×ケータリングなどのデリバリー専門の店舗
×イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店
×自動販売機（自動販売機内で調理を行うホットスナックなど）コーナー
×ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合
×社員食堂等において、特定の者を対象として飲食を提供する場合

令和３年６月23日現在

✔

✔

✔



前年又は前々年の１日当たりの飲食業売上高(税抜き)
８万3,333円
以下

８万3,333円超
～25万円以下

25万円超

中
小
企
業

売上高方式
2.5万円／日 2.5～7.5万円／日

【１日の飲食業売上高の３割】
（１千円未満は切り上げ）

7.5万円／日

売上高減少額
方式

前年又は前々年からの１日当たりの飲食業売上高減少額(※)×0.4
（１千円未満は切り上げ）

ただし、「20 万円」又は
「前年若しくは前々年の１日当たりの飲食業売上高×0.3」

(１千円未満は切り上げ)のいずれか低い額が１日当たりの上限額

※「１日当たりの飲食業売上高減少額」は、前年又は前々年の
「飲食業売上高を参照する期間」における１日当たりの飲食業売上高から
本年の６月（又は６月１日～６月14日)の１日当たりの飲食業売上高を控除
して計算します。

大企業
(売上高減少額方式)

〇対象となる店舗ごとに、次の方法で計算した店舗ごとの額を合算した額が、協力金の
支払い金額となります。

・店舗ごとの協力金の額＝
１日当たりの協力金の額× 時短要請に応じた日数（注1）

・１日当たりの協力金の額の求め方

〇営業時間短縮等を実施していることを

示すこの様式又は同等の内容が含まれ

たものを利用者が分かるように、店舗の

入口等の見やすい場所に掲示してくだ

さい。

〇感染防止対策を徹底していることを示す

この様式又は同等の内容が含まれたもの

を利用者が分かるように、店舗の入口等

の見やすい場所に掲示してください。

（注１）日数には、定休日や再延長要請前に店休日としていた日は含みません。
（注２）「飲食業売上高を参照する期間」は、次の①～④の場合があります。

①前年の６月、②前々年の６月、③前年の６月１日～６月14日、④前々年の６月１日～６月14日






